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第２号議案 

委員会規程の変更について 

（案） 

別紙の通り委員会規程を変更する。 

１．変更点 

（１）第５条第２項の修正 

・小委員会の委員の任期について記載を追加 

（２）第７条第３項の修正 

 ・記載不備の是正 

（３）第７条の２の新設 

・災害等により緊急性がある場合等に限り、書面開催等を認める規定を

追加 

２．施行日 

２０２０年４月２日 

以上 

【添付資料】 

別紙： 委員会規程 変更案（新旧対照表） 
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委員会規程 変更案 新旧対照表 

変 更 前 変 更 後 

第１条～第４条 （略）

第５条  （略）

２ 小委員会に属すべき委員は、委員長が指名する。

３～５  （略） 

第６条 （略）

第７条 （略）

２ （略）

３ 委員会の議事は、議決に加わることのできる中立者委員の過半数で決し、可

否同数のときは、委員長の決するところによる。

４ （略）

５ （略）

６ （略）

７ （略）

８ （略）

９ （略）

１０ （略）

（新設）

第８条～第１１条 （略）

第１条～第４条 （略）

第５条  （略）

２ 小委員会に属すべき委員及びその任期は、委員長が決定する。

３～５  （略）

第６条 （略）

第７条 （略） 

２ （略） 

３ 委員会の議事は、出席しかつ議決に加わることのできる中立者委員の過半数

で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略）

８ （略）

９ （略）

１０ （略）

第７条の２ 委員長は、緊急性がある場合その他必要と認める場合には、書面そ

の他の方法により委員の意見を求めることにより、委員会の議決を行うことが

できる。

第８条～第１１条 （略）

（別紙） 
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変 更 前 変 更 後 

 
 
附則  （略） 
 
附則（平成２７年４月２２日）  （略） 
 
附則（平成２８年４月１３日）  （略） 
 
附則（平成２９年２月８日）  （略） 
 
附則（平成２９年１２月２０日）  （略） 
 
 （新設） 

 

 
 
附則  （略） 
 
附則（平成２７年４月２２日）  （略） 
 
附則（平成２８年４月１３日）  （略） 
 
附則（平成２９年２月８日）  （略） 
 
附則（平成２９年１２月２０日）  （略） 
 
附則（２０２０年４月２日） 
 この規程は、２０２０年４月２日から施行する。 
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